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検討要望 

 

●趣旨 

  国際規範から逸脱している我が国のアマチュア無線業務に割り当てられている周波数帯

の電波（1.8MHz帯及び3.5MHz帯並びに3.8MHz帯の周波数の電波に限る）の有効利用のた

め割り当て拡大についての検討を要望するものです。 

 

1.8MHz帯の周波数の電波について 

 

●状況 

 1.8MHz帯の周波数の電波は条約（憲章）及び無線通信規則（RR）に基づき、電波法令

により無線標識局（ロランA）、無線標定移動局（漁業用ラジオ・ブイ）、アマチュア局

で共用し使うよう割り当てられています。ロランAは1997年に廃止されましたが指定周波

数の1800kHzと1850kHzは現在に至るも新たな割当はありません。また漁業用ラジオ・ブイ

は1800kHz～1860kHzにおける無線局免許数はわずか2局（無線局等情報検索）に過ぎませ

んし、運用されているのか否かも不明です。それに比しこの周波数帯（1,810kHz～1,825kHz

まで15kHzと1,907.5kHz～1,912.5kHzまでの5kHzの帯域）で免許を受けているアマチュア局

は95,000局を超え（無線局等情報検索）ていることから、いわゆる過密状態であると共に

国際規範から外れた周波数の割当となっていることで外国のアマチュア局と交信を行う場

合に甚だ支障を来しています。 

 1.8MHz帯の周波数の電波は全世界的にアマチュア局用として割り当てられ使われてい

るにも関わらず、我が国ではその多くが20数年以上も空き周波数状態になっていることは

周波数の有効利用となっていないのではと考えます。 

 

●検討して頂きたい事項 

 具体的には1800kHz～1860kHzまでの周波数の電波を連続してアマチュア業務に使うこ

とが出来るよう検討して頂きたい。 
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3.5MHz帯及び3.8MHz帯の周波数の電波について 

 

●状況 

 この周波数帯の電波は防衛省、海上保安庁、その他各種公用局、海岸局、船舶局、アマ

チュア無線局に割り当てられています。この周波数帯の電波の伝わり方は昼夜の時間や季

節によって大きく変化するため甚だ不安定であることやモールス通信が主流であることな

どから、アマチュア局以外の多くの移動無線局はVHF帯での通信やインマルサット等の衛

星通信に次々に移行していて現在はあまり使われなくなっています。 

 この周波数帯の電波を割り当てられている海上保安庁、警察庁、気象庁、航空局、地方

自治体等の公用局、NHK、NTT、航空会社、電源開発会社等が続々と運用を廃止したこと

で生じていた空き周波数の電波を総務省は平成20年にアマチュア業務用として割り当てを

拡大することを決定しました（平成20年4月28日総務省告示第259号、第260号及び第261号）。 

 これはアマチュア無線界にとって大変な朗報だったのですが、拡大された周波数の電波

が「飛び飛びの虫食い状態になって割り当てられている」とともに、それぞれの周波数の

電波の帯域が狭く運用の際には周波数を逸脱してしまう（電波法令違反になる）のではな

いかと細心の注意を払う必要があること。又、1.8MHz帯と同様に外国のアマチュア局と交

信を行う場合支障を来すなど使い勝手が悪い状態になっております。 

 この周波数帯の電波が飛び飛びながらも拡大されてから間もなく10年が経過します。

VHF帯利用や衛星通信技術の進歩等から平成20年以降もこの周波数帯での運用を停止、又

は廃止している公用局が多数あるものと思われます。（防衛省、警察庁、海上保安庁、航

空局等公用無線局の周波数情報は非公開のため裏付資料は入手不可でした。） 

 これらのことから3.5MHz帯及び3.8MHz帯の周波数の電波は1.8MHz帯の周波数の電波と

同様に有効利用になっていないものと思われます。 

 

●検討して頂きたい事項 

 この周波数帯におけるアマチュア業務の「飛び飛びの虫食い状態で割り当てられている

周波数の解消」及びアマチュア局用周波数帯の拡大について検討して頂きたい。 

 3791kHz～3805kHzの周波数帯での3793kHzのLSB送信を可能とするため3791kHzを1kHz

引き下げて3790kHzに変更することを検討して頂きたい。 


